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(57)【要約】
上部キャップ１は、容器のキャップクロージャ６のねじ
山７と係合するねじ山５を備える。この上部キャップ１
は、所要の物品、例えば図示のノベルティの車を収容可
能な収納器となる。キャップ１を、参照符号２または３
でそれぞれ示すように時計方向または反時計方向に回す
と、キャップクロージャ６を伴って、あるいは伴わずに
このキャップ１を選択的に取り外すことができる。複数
個のキャップ１を、互いに結合させ、垂直に積み重ねる
ことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器のキャップクロージャに対して、取り外し可能なように結合する、または結合する
のに適した収納器であって、所要のアイテムを収容するのに適したことを特徴とする収納
器。
【請求項２】
　請求項１に記載の収納器において、キャップクロージャを伴ってあるいは伴わずに、使
用中の容器からこの収納器を取り外すことができるようにした固定手段を設けた収納器。
【請求項３】
　請求項１に記載の収納器において、固定手段は、容器のクロージャのねじ山に対して反
対となるねじ山を持ったねじ部分を備えた収納器。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の収納器において、固定手段によって、当該キャップクロージ
ャの上方に、複数個の同様の収納器を相互連結可能にした収納器。
【請求項５】
　請求項１に記載の収納器において、開放端部を閉じる、取り外し可能なシール手段を備
えた収納器。
【請求項６】
　請求項５に記載の収納器において、このシール手段が収納器の上端部を閉じる構成とし
た収納器。
【請求項７】
　容器のキャップクロージャと、このクロージャに結合したまたは結合可能な収納器とを
備えている容器の組立体であって、この収納器により、アイテムを収納可能なハウジング
を生ずる構成としたことを特徴とする組立体。
【請求項８】
　請求項７に記載の組立体において、この収納器が、クロージャと結合する第１結合手段
と、他の収納器と結合し複数個の収納器を積み重ねることを可能にする第２結合手段とを
備えた組立体。
【請求項９】
　添付図面の図１～図９のいずれかにつき本明細書により説明した容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　キャップクロージャのための収納器により、開けるかあるいは、再び閉じるかを自由に
選択することが可能でありながら、安全に物品を収納することが可能になる。容器のこの
ような独立性によって、様々な応用が可能である。
【背景技術】
【０００２】
　製品の容器用のキャップクロージャを活用する可能性が徐々に気付かれており、この結
果、すべての産業において市場機会を創出し、また拡大することを目指す活用例が生まれ
てきている。この結果、消費者市場の高まる要求を反映する数々のクロージャが生まれて
いる。
【０００３】
　また、容器詰めした製品を支持したり一層向上させるアイテムが、容器またはキャップ
機構の外側に取り付けられたりまたは別個に取り付けられるようになってきている。結果
として、主となる製品に対して追加ユニットのコストが加わることになる。この応用は形
状および機能の論理には従っているものの、容器のキャップ機構が持つ機能性を十分に活
用していない。しかし、この機能性を限定した範囲で実現することで、容器詰めした製品
を改変または一層向上させることを目的とする機能的な発明の応用が生まれてきている。
これは、構造的な手段、直接的に添加物または付加材を物理的に添加または塗布すること
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により達成される。特許文献１において、容器のキャップを改変し、飲料容器内の液体に
対して添加物や補助物を直接適用することのできるものを開示している。しかし、この構
造では、選択的なチョイスおよび再閉止ができない。そして、特許文献２および３では、
特別な設計のキャップを利用することのみを目的とし、容器詰めした飲料製品を変化させ
ることで一層向上させる物質のための収納容器として機能するものを開示している。物品
の固定および再度固定を選択的にチョイスすることができることは、あらゆる収納手段に
とって必須の要素である。
【特許文献１】米国特許第４，１９５，７３０号明細書
【特許文献２】米国特許第６，７０５，４９１号明細書
【特許文献３】米国特許第５，６３１，９１８号明細書
【０００４】
　さらに、容器のクロージャ構造内に、コモディティ物品を容認可能な配置を決める問題
に取り組むと、あらゆる応用により言及されるべき制約条件が浮かび上がる。この結果得
られる要因によって、クロージャ内に配置するアイテムは、初期的には、対になる主製品
の寸法、法的要件、費用および品質の要件に適合する必要があることが決定される。この
ような応用は逆の場合にも当てはまる必要がある。改良には、容器詰めした製品に付随す
る物品の配置と適用するのを決定する市場要件の制限があることを認める必要がある。さ
らに、物品の配置を支持するために設計するキャップの構造はいずれも、生産において費
用効果が高い必要がある。結果として、設計は、現在の技術および製造方法を組み込む必
要があり、現在のクロージャの応用例を改変せずに包含する努力を行うべきである。しか
し、これにより、産業界における既存の容器とクロージャの標準的な構成部品を改変する
ことを除外すべきではない。こうすることで、既存キャップの構成部品の改変により、既
知の技術を使用し、複製の作成が簡単になる。単純な複製を行う仕組みをクロージャの構
造の設計において実現することで、様々なサイズおよび形状の容器に対する適応性により
、どんな新たな提案に対しても汎用的な適用を確実に行える。
【０００５】
　不正開封防止技術といった安全面の特徴を組み込むこともまた考慮する必要がある。
【０００６】
　特許文献４，５，６および７において、容器のキャップを改変することで、販売促進の
機会を得ることが認められているが、この販売促進に関する評価は、ノベルティおよびそ
の応用による評価によってのみ得られる。誰も、物品を配置する機会を認識しておらず、
そして、容器用クロージャの要件に関する新たな価値に注目していない。効果的なシステ
ムでは、任意の製品を効果的に連結することができる。また、クロージャシステムでは、
収集して保存する手段を備えた構造内に、しっかりと物品を収納することができる。この
保存の手段により、一連のすなわち収集された物品を取り出すことができる。この収集と
保存の機能を持つキャップによって、販売の初期時点の後に、受動的なマーケティングと
なる領域での、製品の販売促進を拡大する機会を得る。キャップの構造を、物品を配置す
る収納器をなす形で相互連結できるようにすることで、この機能を得ることができる。特
許文献６では、キャップを相互に結合し積み重ね、様々な改変例を、組み立て可能なおも
ちゃのセットとして適用可能であることに関して記述している。しかし、物品を配置する
ことに関しては全く記述されていない。
【特許文献４】米国特許第４，５８３，６５１号明細書
【特許文献５】米国特許第５，３６１，９１９号明細書
【特許文献６】米国特許第６，７０２，６４２号明細書
【特許文献７】米国特許第５，０８８，６１１号明細書
【０００７】
　人間工学的な関心事もまた、上部のキャップの設計に関係する。特許文献８において、
改良した塵除け蓋を開示しており、この蓋は、ねじ山を内部に持つ上部キャップを備えて
おり、この上部キャップは、液体を出すのにキャップを押したり引いたりする動作と関連
する。労力を最小化する機能的な動きをするものの、現在および潜在的に市場に存在する
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多くの製品グループの物理的な制約に関しては直接取り組みがされていない。特許文献９
および１０においても、前述したクロージャの提案の例が記述されているが、本発明の目
的とするものを達成することはない。
【特許文献８】米国特許第５，８１３，５７５号明細書
【特許文献９】米国特許第６，６８１，９５８号明細書
【特許文献１０】米国特許第４，３６４，４７６号明細書
【０００８】
　さらに調査すべき成長する分野ではあるが、クロージャの基本的な概念を、物品を収納
する収納器として拡張することにより、さらなる機会が創出される。この機会は、この発
明の背景において強調した機会に限定されるものではない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、従来のキャップクロージャに結合可能な収納器を提供することにある
。更なる課題または他の課題は、公衆に有用な選択の自由を少なくとも提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の１つの態様によると、収納器は、容器のキャップクロージャに対して、取り外
し可能なように結合するまたは結合するのに適しており、さらにこの収納器は所要のアイ
テムを収容するに適している。
【００１１】
　本発明の他の態様によると、容器の組立体は、容器のキャップクロージャと、このクロ
ージャに結合するまたは結合できる収納器とを備えており、この収納器により、アイテム
を収納可能なハウジングを得る。
【００１２】
　全ての新たな態様に関して考慮するべき本発明の種々の他の態様は、以下の説明により
明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に好適な実施例につき説明するが、これは単に例示的なものであり、本発明または
その用途または使用を限定するものでは全くない。
【００１４】
　本発明は、概して、収納器を提供し、この収納器は同様の収納器と相互連結することが
でき、所要の物品またはアイテムを配置して支持する。この収納器およびこの収納器に付
随するクロージャ、ならびに容器は、任意の適切な材料で形成することができる。この収
納器によりアイテムを、容器詰めした製品から物理的に分離することが可能になる。分離
可能な構造にすることによって、容器か容器のキャップのいずれかを、開け締めを任意に
選択することができ、所定の目的の物品を配置することのできる独立性を得る。これによ
り、他の汎用的な適用する機会を得る。
【００１５】
　本発明により、様々な分野のアイテムや物品を確実に収納することが可能になる。これ
らは、おもちゃ、ゲーム、パズル、菓子、スナック品または服飾品といったノベルティが
ある。更に、補助説明用の資料や販売促進用の資料、また栄養サプリメントがある。
【００１６】
　本発明は、また、容器詰めした製品を一層改善する物品を配置してもよい。このような
物品は、製品の保存、発色性の増強、知覚変化、粘性変化、ガス交換、加熱、冷却、化学
組成もしくは分子配列の変化をさせることを行う物品とすることができる。このキャップ
システムは、容器詰めした製品を一層良くするこれら界面活性剤を配置し得ることも想定
している。容器内に保持した製品自体が、界面活性剤のような他の製品に添加されるもの
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とし得ることに留意されたい。この容器詰めした製品は、初期的には非液状として保持さ
れ得る。付随するキャップ構造は、販売促進、製品の向上、または容器詰めした製品の使
用に関する情報的物品の必要要件を提供する。
【００１７】
　このクロージャシステムは、異なる大きさまたは形状の製品容器に一体化するための汎
用性を持たせることを目的とする。
【００１８】
　飲料容器のキャップクロージャが備える潜在的な有用性には、一般的に容認されている
使途から移行して、市場機会を創出しまた拡大する必要がある。１つのこのような移行と
しては、市場シェアを増大する他の機能性を持たせる実施例がある。この用途を認識する
にあたり、コモディティとみなせる製品および／または物品をキャップ構造内に配置する
キャップシステムの市場機会は大きい。この認識により本明細書に記載するキャップシス
テムの実現に至った。
【００１９】
　まず、飲料容器のキャップの代用例を決めるにあたり、図１は連結システムの応用を図
示し、この連結システムは、収納器として機能し、チャンバまたはコンパートメントを持
つキャップ１の外面に設けたねじ山４のような結合手段または固定手段によって達成され
る。コモディティ物品を収納するキャップ機構が連結可能なことにより、物品を収納した
まま縦列に集積できる。この例を図示するのに、ノベルティとしての車を使用したが、こ
れを、専用の品であろうとなかろうと他の品に代替するのは、製造の所定の段階で簡単に
行うことができる。代案として、造形した収納器に不透明の材料を用いることで、隠蔽し
ておく必要があるまたは光に曝すと影響を受ける物品を配置することができる。本発明は
、どのようなものでも、相互連結することにより、物品を移動することができ、また販売
ポイントを越えた販売促進が可能になる。
【００２０】
　図２は、容器の首部分においてのこの容器のキャップクロージャと収納器との組み立て
および、下部キャップと上部キャップとの取り外しを示す。収納器と容器のクロージャと
の間の結合手段は、ねじ山を利用することができる。飲料容器から単一部片としてキャッ
プを取り外すためのねじ回し動作を参照符号３で示す。一方、キャップ１の上方部分だけ
を取り外すのに必要なねじ回し動作を参照符号２で示す。これは、このように特別な構成
のねじ山を使用することで、飲料容器を開けずに販売促進用のノベルティを限定して分離
することができることを示している。このねじ山の構成により、キャップクロージャまた
はキャップの構成部品に接続する同様の連結構造を得る。この連結を可能にする構造を、
上部キャップ１の外側に参照符号４で、内部構造として参照符号５で示す。
【００２１】
　上部キャップは、主製品をさらに改善する役割を持つ。容器により決まる主製品と、こ
れに付随する本発明の製品とを一体化する。本発明と、図示の容器との物理的な結合は、
従来製品の首部分の要件に基づく。図２において参照符号５として示すプラスチック製の
時計方向のねじ山を、上部キャップ１の内面に形成する。このねじは、支持ねじ山７を有
する小キャップ６の外面に適合し、これら２つの構成部品を結合させる。この時計方向の
ねじ山により、２個のキャップを結合できるだけでなく、大多数の一般的なねじ止めキャ
ップのねじ山に対して逆の動作を生む。これは、上部キャップ１をねじ止めする小キャッ
プ６が、内面に標準的なねじの取り付け機構をもち、標準的な首部分と適合するので、重
要である。ねじをこのように設置した結果、上部キャップと下部キャップを別々に分ける
ことなく、標準的な飲料容器の首部分からこの両方のキャップを取り外すことが可能にな
る。これは、標準的な飲料容器のボトルにおける首部分のねじ山が、キャップを取り外す
のに反時計方向に回すという仮定に基づく。こうして、上部キャップの中身を取り出すこ
となく、飲料容器を開けることができるようになる。これにより、主製品と、上部キャッ
プ１中に保持する付随する物品とを明確に別々に区別することができる。反対に、上部キ
ャップ１を取り外すために時計方向に回すと、下部キャップ６は容器の首部分に固定され
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たままである。
【００２２】
　図２に参照符号５および７で示すねじ山は、時計方向に回すことで緩めるものとしたが
、これらを標準的な反時計方向のねじに代替しても十分である。しかし、この応用例では
、上記で強調したような、主製品と付随する製品とを別々に分けることが制限される。
【００２３】
　さらに、上部キャップ１と下部キャップ６の構成部品との連結可能性をもたらす他の構
造を考慮して、ねじ山５および７を代替することができる。このような構造は、例えば、
環状の加工を反転することで作ることができ、上述の相互連結が可能になる。参照符号５
で示す構造により、参照符号４とかみ合うことで次々相互連結を行い、複数のキャップの
連結が可能になる。
【００２４】
　さらに、下部キャップ６と上部キャップ１とを単一の動作で取り外すとき、２個のキャ
ップを分離するときの困難さは、結合したこの２個のキャップを首部分に対してねじ戻す
ことで軽減される。時計方向に回すことによって、上部キャップ１は離脱し、下部キャッ
プ６は、可動範囲の下側限界に達する。このことはキャップ離脱の中立位置を表し、配送
用にはキャップはこの中立位置にする。上述したように、この動作をすることで、上部キ
ャップ１の中身は、しっかり締められた環境内にある主となる容器の中身から、別々に保
たれる。
【００２５】
　上部キャップの収納器１としての役割に加えさらに、高さが高くなることによって、よ
り完全に手で把持できるようになり、製品容器からキャップを取り外すときの力と不快さ
を最小化した点が人間工学的な改良点として得られる。
【００２６】
　下部キャップ６を閉じ込めるために上部キャップ１を締める時には、上部キャップ１を
可動範囲の下側限界まで締める必要がある。不正開封防止技術により、上部キャップ１お
よび／または下部キャップ６を容器の首部分または他の部分にしっかりと固定する機構を
得られる。キャップを時計方向または反時計方向に回すことで生じるてこ作用により、不
正開封防止機構が外れる。
【００２７】
　図３は、従来のクロージャ８を利用し、このクロージャ８を閉じ込めるキャップシステ
ムの使用を示す。例えば、この上部のキャップにより、従来の標準的な飲料容器に付随す
るクロージャに対して本発明によるキャップシステムを適用することができる。大多数の
プラスチック製の飲料容器に見られる予め形成してあるリップ９を利用して取り付けを行
う。取り付けは、初期的に、不正開封防止技術を実施するときに行う。図において別々の
部分として示しているが、この予め形成してあるリップ９の構造に対して、開封防止技術
の様々な応用を適用可能であることに留意されたい。取り囲まれているクロージャから一
度取り外すと、キャップ１１のキャビティ内に保持している物品は、キャップ１１内に物
品を配置する際に貼り付けた内部の保護シール１２があることにより、固定されたまま保
たれる。この内部の保護シールは、図５および７において、より詳細に示す。この内部の
保護シールの性質により、主となる飲料製品から、保持している物品を別々にすることが
できる。この保護シール自体は、静電誘導、接着、または、飲料産業で一般的に見られる
シールの貼り付けに用いる他の方法を用いて貼り付けるものである。取り囲まれているク
ロージャからキャップを一度取り外した後、シールはタブ機構によって取り外す。これに
より、このシールを、貼り付けた位置から物理的に取り外すことができる。
【００２８】
　図３の参照符号１４および１５で示す構造によって、別のキャップとの相互連結が可能
になる。本発明によるキャップシステムの壁をこのようにオフセットすることで、販売時
にキャップを様々に利用することができ、また同様に、物品の収集といった購入後の保存
も可能になる。
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【００２９】
　図３と同様に図４においても、応用例は、従来の飲料容器の既知の構成部品を利用する
ことを目的とする。既知の飲料容器８の従来のクロージャにおいて再び不正開封防止技術
１０により、本発明によるキャップシステムの飲料容器への取り付けと固定の手段を得る
。この例では、固定方法は、クロージャを、取り付けのための基部として用いることで行
う。不正開封防止機構を取り外すことによって、従来のキャップからクロージャシステム
を取り外す。キャップシステムを守るのに加え、所要の販売促進の態様を可能にする透明
または不透明のシールを貼り付け、造形された収納器の上部の開いている空間を閉じる。
この貼り付けは、静電誘導、接着、または、飲料産業で一般的に見られるシールの貼り付
けに用いる他の方法を用いて行うものである。シールの取り外しにより、キャップ内のキ
ャビティを開けることができ、また、不正開封や、破損・損傷を物理的に確認できる。シ
ールは、タブ機構１３などを使用することによって取り外す。これにより、このシールを
、貼り付けた位置から物理的に取り外すことができる。
【００３０】
　参照符号１８，１７で示す構造により、上述のように、キャップを複数相互連結するこ
とが可能である。不正開封防止機構１０を一度取り外し開放した後、再び下方に圧力をか
けることで、クロージャの内部壁に示す参照符号１８の連結部により、飲料容器のクロー
ジャにキャップシステムを再び取り付けることができる。このように再び固定するための
移動量を参照符号２８で示す。クロージャにかける下方の圧力により、参照符号１８で示
す部分が、既知のクロージャ８の下側面２９に沿って着座する。
【００３１】
　図５は、本発明によるクロージャシステムの用途を拡張したものを示し、既知のクロー
ジャ技術を取り込み利用するものである。この例で示すこのクロージャ技術は、世界中で
広く利用可能な一般的なデザインのスポーツドリンク用のキャップ２０である。この図示
の例は、クロージャの外表面に垂直方向のリブを持つことで使用者が容器からこのクロー
ジャを取り外し易くした、一般的な応用のクロージャの代表例として示すことに留意され
たい。本発明によるクロージャシステムは、この一般的なクロージャの外表面２１に設け
たこれら垂直方向の構造を利用することで、このクロージャとの結合を達成する。キャビ
ティ１１は、底部の内部係合機構２２を備えることができる。一般的なキャップクロージ
ャとのこの係合機構により、任意の適切な種類の不正開封防止技術と連携することで、取
り付けを改良することができる。一般的なクロージャとキャップシステムとの垂直方向の
構造による取り付けの改良点に加え、上述の構造での、相互作用と組み合うこととによる
係合によって、飲料容器を密閉している一般的なクロージャを取り外すのに、使用者が、
より力を入れることができる。クロージャシステムによって高さが高くなり、より完全に
手で把持することができる。同様の構造を、クロージャシステムの外表面２３に示す。こ
れにより、主となるキャップに付加したい別のキャップ同士を相互に連結することができ
る。
【００３２】
　キャビティ１１内において物品をしっかり固定する。物品は、キャップシステムの構成
部品を組み合わせるときに配置するが、内部シール１２によって適切な位置に保持し、主
となる飲料製品とこの保持する物品を別々にする。上述したのと同様に、この保護シール
自体は、静電誘導、接着、または、飲料産業で一般的に見られるシールの貼り付けに用い
る他の方法を用いて貼り付けるものである。キャップクロージャからキャップを一度取り
外すと、タブ機構１３などを使用することによってシールを取り外す。これにより、この
シールを、貼り付けた位置から物理的に取り外すことができる。
【００３３】
　図６は、図４を反映したものだが、既存のクロージャに取り付ける必要性がないもので
ある。この例では、容器への取り付けは、ねじ山手段１９を用いて直接行う。上述したよ
うに、容器に対してキャップシステムを固定するのに、また配置する物品をしっかりと保
持するために、不正開封防止技術を用いる。所要の販売促進の態様を可能にする透明また
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は不透明のシールを貼り付け、造形した収納器の上部の開いている空間を閉じる。この貼
り付けは、静電誘導、接着、または、飲料産業で一般的に見られるシールの貼り付けに用
いる他の方法を用いて行うものである。シールの取り外しにより、キャップ内のキャビテ
ィを開けることができ、また、不正開封や、破損・損傷を物理的に確認できる。シールは
、タブ機構１３などを使用することによって取り外す。これにより、このシールを、貼り
付けた位置から物理的に取り外すことができる。他のキャップを噛み合わせ、複数のキャ
ップを相互連結するには、参照符号１９および１７でそれぞれ示す内部構造および外部構
造を噛み合わせることによって行う。
【００３４】
　図７は、図６と同様な意図を有すること示すものである。しかし、キャップシステムの
収納器内に閉じ込める物品は、この物品をキャップ内に配置する際に貼り付ける内部保護
シール１２を設けることにより、しっかりと固定する。
【００３５】
　取り囲まれているクロージャから一度取り外すと、キャップ１１のキャビティ内に保持
している物品は、キャップの製造処理時に物品を配置する際に貼り付けた内部の保護シー
ル１２があることにより、固定されたまま保たれる。この内部の保護シールの性質により
、容器内の製品から、保持している物品を別々にすることができる。この保護シール自体
は、静電誘導、接着、または、飲料産業で一般的に見られるシールの貼り付けに用いる他
の方法を用いて貼り付けるものである。飲料容器の首部分からクロージャを一度取り外す
と、タブ機構１３などを使用することによってシールを取り外す。これにより、このシー
ルを、貼り付けた位置から物理的に取り外すことができる。
【００３６】
　図８は、図７および５の例と似ているが、図８においては、クロージャシステムの閉じ
た収納器は、上部キャップ部分１を取り外すことで開ける。この取り外しは、参照符号２
４で示す機構により達成する。この取り外し機構は、図８においてミシン目の入った壁と
して図示するが、クロージャシステムの構成部品から分離することのできる技術を使用す
る。クロージャシステムの上部の部分を取り外すと、この上部の部分は、一組になってい
た下部キャップの構成部品の表面にある取り付け機構２６の残りとなる環状の部分に対し
て、一時的に再び適合することができる。クロージャシステムの主部から一度取り外した
上部キャップ部分は、参照符号２７で示す構造を持つ同様のキャップに対していかなる個
数も係合する構造２５を持つ。
【００３７】
　図８において参照符号２８で示す内部シールは、キャップシステムの下部部分に対して
永続的に固定することを予定している。これは、上述の実施例において強調した先の機構
とは対照的である。この内部シールは、収納器のキャビティ内へ物品を配置する際に貼り
付ける。
【００３８】
　図９は、本発明の別の容器に対する実施例の適用と、この例示する容器の環状リップ２
９に対する取り付けを示す。本発明システムは、以下を備える、すなわち、
　不正開封防止機構３０と、
　不正開封防止機構３０を取り外した後に飲料容器に対して再び取り付けるための機構３
１と、
　内部で保持および固定を行うシール３２と、
　内部キャビティ３３と、
　複数のキャップシステムを相互に連結するための取り付け機構３４および３１と
を備える。
【００３９】
　上述の説明は、特定の構成部品あるいは既知の等価物を持つ参照符号に対して行ってき
たが、個別に説明したこれら複数の等価物を、組み込むことができる。
【００４０】
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　本発明を、可能な実施例につき例として詳述してきたが、特許請求の範囲において定め
る本発明の範囲から逸脱することなく、本発明に改変や変更を加え得ることができること
に留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明による実施例を極めて線図的に示した説明図である。
【図２】透明な上部キャップで飲料容器の首部分と一体化したクロージャシステムを有す
る本発明の他の実施例における極めて線図的に示した分解斜視図である。
【図３】他の実施例の極めて線図的に示した断面図である。
【図４】図４は、更に他の実施例の極めて線図的に示した断面図である。
【図５】ある実施例の一部切除して示す斜視図である。
【図６】他の実施例の一部切除して示す斜視図である。
【図７】さらに他の実施例の一部切除して示す斜視図であり、本クロージャシステムによ
りキャップ収納器内に作られる内部環境を確保する変形例を示す。
【図８】別の実施例の一部切除して示す斜視図であり、キャップシステムの上部を破断さ
せる構成部分を備える図７の変更例を示す。
【図９】飲料容器で使用する他の実施例の一部切除して示す斜視図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】



(12) JP 2008-539139 A 2008.11.13

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月7日(2008.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器のキャップクロージャの上方部分に対して、取り外し可能に結合する、または結合
可能にした収納器であって、それぞれ第１結合手段および第２結合手段を生ずるほぼ垂直
方向の第１リブおよび第２リブを有し、前記第１結合手段は、前記容器のキャップクロー
ジャに結合可能とし、前記第２結合手段は、この収納器を他の同一の収納器に結合して複
数個の収納器を積み重ねることを可能とし、さらに収納器は、所要のアイテムを収容し得
る構成としたことを特徴とする収納器。
【請求項２】
　請求項１に記載の収納器において、前記第１結合手段および第２結合手段は、前記収納
器の上側外部壁および下側内部壁にそれぞれ設けた収納器。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の収納器において、キャップクロージャを伴ってあるいは伴わ
ずに、使用中の容器からこの収納器を取り外すことができるようにした固定手段を設けた
収納器。
【請求項４】
　請求項３に記載の収納器において、固定手段は、容器からキャップクロージャを取り外
すねじ回し操作とは逆向きのねじ回し操作で、前記キャップクロージャから前記収納器を
取り外すことができるねじ山を持ったねじ部分を備える構成とした収納器。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の収納器において、開放端部を閉じる、取り外し可
能なシール手段を備えた収納器。
【請求項６】
　請求項５に記載の収納器において、このシール手段が収納器の上端部を閉じる構成とし
た収納器。
【請求項７】
　容器のキャップクロージャと、このクロージャに結合したまたは結合可能な請求項１～
６のいずれか一項に記載の収納器とを備えている容器の組立体であって、この収納器によ
り、アイテムを収納可能なハウジングを生ずる構成としたことを特徴とする組立体。
【請求項８】
　添付図面の図５につき本明細書により説明した容器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の１つの態様によると、容器のキャップクロージャの上方部分に対して、取り外
し可能に結合するまたは結合可能にした収納器であって、それぞれ第１結合手段および第
２結合手段を生ずるほぼ垂直方向の第１リブおよび第２リブを有し、前記第１結合手段は
、前記容器のキャップクロージャに結合可能とし、前記第２結合手段は、この収納器を他
の同一の収納器に結合して複数個の収納器を積み重ねることを可能とし、さらにこの収納
器は所要のアイテムを収容し得る構成としたことを特徴とする収納器を提供する。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の他の態様によると、容器の組立体は、容器のキャップクロージャと、このクロ
ージャに結合するまたは結合できる直前の段落で定義した収納器とを備えており、この収
納器により、アイテムを収納可能なハウジングを得る。
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